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町からのお知らせ

  
地
下
水
（
井
戸
水
）
を
利
用
し
て
下
水
道
を
使
用
さ
れ
て
い
る
ご
家
庭
へ 

  
基
山
町
公
共
下
水
道
使
用
開
始
等
届
の
提
出
を
！

　

地
下
水
を
利
用
し
て
下
水
道
を
使

用
し
て
い
る
ご
家
庭
で
、
世
帯
の
人

数
の
変
更
等
が
生
じ
た
場
合
は
、
下

水
道
使
用
料
も
変
更
に
な
り
ま
す
。

次
の
よ
う
な
場
合
は
、
必
ず
「
基
山

町
公
共
下
水
道
使
用
開
始
等
届
」
の

提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

▽
届
出
が
必
要
な
具
体
例

・
ご
家
族
の
方
が
転
勤
や
進
学
に
よ

り
離
れ
て
暮
ら
す
よ
う
に
な
っ
た

又
は
死
亡
等
に
よ
り
一
緒
に
住
む

人
数
が
減
っ
た

・
結
婚
、
同
居
、
出
産
等
で
一
緒
に

住
む
人
数
が
増
え
た

・
地
下
水
の
み
を
使
用
し
て
い
た
が

新
た
に
水
道
水
を
併
用
す
る
よ
う

に
な
っ
た

・
地
下
水
の
使
用
を
止
め
て
、
水
道

水
の
み
の
使
用
に
切
り
替
え
た

・
水
道
水
の
み
を
使
用
し
て
い
た
が

新
た
に
地
下
水
を
併
用
す
る
よ
う

に
な
っ
た

※
問
合
せ
先

　

建
設
課　

☎
９
２

－
７
９
６
３

  

自
動
車
運
転
者
講
習
会
を
開
催
し
ま
す

　

町
で
は
、
交
通
ル
ー
ル
の
順
守
と

マ
ナ
ー
の
向
上
を
推
進
す
る
た
め
、

鳥
栖
警
察
署
か
ら
講
師
を
招
き
、
交

通
ル
ー
ル
等
を
詳
し
く
解
説
し
て
い

た
だ
く
講
習
会
を
開
催
し
ま
す
。

　

講
習
会
で
は
、
実
際
に
起
こ
っ
た

事
故
例
か
ら
原
因
の
解
説
を
し
て
い

た
だ
き
ま
す
の
で
、
運
転
者
も
危
険

予
知
に
磨
き
を
か
け
、
交
通
安
全
に

努
め
ま
し
ょ
う
。

▽
日
時　

11
月
20
日
（
火
）

　
　
　
　

午
後
７
時
～
８
時

▽
場
所　

基
山
町
民
会
館
小
ホ
ー
ル

▽
内
容　
「
守
ろ
う
交
通
ル
ー
ル 

　
　
　
　

 

高
め
よ
う
交
通
マ
ナ
ー
」

▽
共
催　

鳥
栖
三
養
基
地
区
交
通 

　
　
　
　

安
全
協
会

※
問
合
せ
先

　

建
設
課　

整
備
・
管
理
係

　

☎
９
２

－

７
９
６
３

自転車も車のなかまです
交通ルールを守りましょう！

自転車安全利用五則

問　建設課　整備・管理係　☎９２－７９６３

自転車は、子どもから年配の方まで気軽に利用できる乗り物ですが、自転車にも交通ルールがあるのをご存
知ですか。自転車は、道路交通法では軽車両に位置付けられており、「車のなかま」です。交通ルールを守り、
交通マナーを実践して安全運転を心がけましょう。

一 . 自転車は車道が原則、歩道は例外
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられており、車道と歩道の区分があるところは、車道通行が原則。

二 . 車道は左側を通行
自転車は、道路の左側に寄って通行しなければなりません。

三 . 歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行
歩道を通行する場合、車道寄りの部分を徐行。歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止をしなければなりません。

五 . 子どもはヘルメットを着用
幼児を幼児用座席に乗せるときや幼児・児童が自転車を運転するときは、ヘルメットをかぶらせるように
しましょう。

四 . 交通安全ルールを守る
・飲酒運転、二人乗り、並進の禁止　　　　　　      ・夜間はライトを点灯
・交差点での信号遵守と一時停止・安全確認　　　・傘さし・携帯電話・イヤホン等の禁止
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町からのお知らせ

まちの企業紹介

基山で頑張る企業エントリー No.10 

｢ものづくり｣ にこだわった金属部品メーカー　 
　　　　　　　　～ＵＥＨＡＲＡ ｆａｃｔｏｒｙ～

株式会社 上原製作所

地元企業や事業所の優れた技術や製品などを町民の方々に紹介するコーナーです。掲載を希
望される企業及び事業所は下記までお問い合せください。
※問合せ先　基山町地域雇用創造協議会　☎９２－７９４５　　 brand@town.kiyama.lg.jp

企業名　株式会社 上原製作所（鳥栖事業所）
所　在　基山町園部弥生が丘 5000 番
代　表　代表取締役  上原 英吉
創　業　1958 年（昭和 33 年）
従業員　20 名（会社全体 50 名）

▼社員へインタビュー「会社のいいところを教えてください」

当社の何よりの魅力は、縦と横の繋がり
が良い点です。業務においても些細な提
案や業務改善をしやすく、部署全体で
｢より良い職場にしよう！｣ という雰囲気
が強いと思います。また、製作において、
精度の高い加工が多く、難しい加工がで
きたときの喜びのために、頑張れる会社
です。

  
基
山
町
無
料
職
業
紹
介
所
を
オ
ー
プ
ン
し
ま
す

事業所
（求人者）

基山っ子未来館（仮称）
（町立保育所、子育て交流広場）

ハローワーク
（厚生労働省）

働きたい方
（求職者）

情報提供

雇用契約

求職申込み 求人申込み

連携

紹介・あっせん

基山町無料職業紹介所

 　

町
で
は
、
働
き
た
い
方
と
事
業

所
を
マ
ッ
チ
ン
グ
し
、
地
元
雇
用

と
人
材
不
足
の
解
消
を
図
る
た
め

無
料
職
業
紹
介
所
を
設
置
し
ま
す

▽
名
称  

基
山
町
無
料
職
業
紹
介
所

▽
開
設
日　

12
月
３
日
（
月
）

▽
開
設
場
所　

基
山
町
役
場
１
階

▽
開
所
時
間

　

役
場
開
庁
日
の
午
前
８
時
30
分

　

～
午
後
５
時
15
分

▽
主
な
業
務
内
容

・
求
職
者
へ
の
職
業
紹
介
及
び 

求
人
事
業
所
へ
の
求
職
者
紹
介

・
求
人
情
報
の
収
集
及
び
提
供

・
求
職
者
へ
の
職
業
相
談

・
そ
の
他
雇
用
促
進
に
関
す
る
こ
と

▽
対
象

・
求
職
…
基
山
町
在
住
の
方
及
び　

 

　
　
　

町
内
事
業
所
で
働
き
た 

　
　
　

い
方

・
求
人
…
基
山
町
内
及
び
通
勤
範　

 

　
　
　

囲
に
就
労
場
所
が
あ
る 

　
　
　

事
業
所

※
問
合
せ
先

　

産
業
振
興
課　

商
工
観
光
係

　

☎
９
２

－

７
９
４
５

　　原製作所は、ものづくりの会社です。半導体電子部品、分析機器部品、
光学機器部品、航空機部品、と様々な産業分野における生産・製造用機
器に使用する部品を製作しています。上原製作所が作る部品は、繊細な
精度の高い加工が特徴です。大企業からの受注生産が主で、開発案件も
多く、当社の技術力を高く評価していただいております。上原製作所では、

「他社ではできない加工をＵＥＨＡＲＡでやる！不可能を可能にしよう！｣ を
モットーに、　固定観念を捨て、発想を変えて、新しい技術に取り組んで
います。社員一同、「自分から動いて一緒にやる！一緒に加工して、技術が
育つ！」そんな会社でありたいと前向な姿勢で頑張っています。

上　

△自動供給装置を配して、無人化 24 時間稼働を推進しています

、。


